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（ 要 旨 ） 

  新宿区において、東京２０２０大会に向け、新宿区における性的マイノリティへの対

応状況を確認し、課題の整理を検討してください。 

 

（ 理 由 ） 

  オリンピックは、人権に配慮した国際的なイベントです。 

  平成２６年１２月、「オリンピック・アジェンダ２０２０ ２０＋２０」の提言１４に

より、オリンピック憲章に性的指向による差別を禁止する旨が追加されました。 

  東京２０２０大会における日本の性的マイノリティへの対応は、国際的に注目を集め

ています。また、東京２０２０大会組織委員会では、持続可能性に配慮した調達コード

に、性的指向・性自認による差別、ハラスメントの禁止規定を五輪憲章の下に明文化し

ています。 

  さらに、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、

さいたま市、相模原市）では、性的マイノリティへの配慮促進に向けて共通メッセージ

を作成しています。多くの民間企業でも性的マイノリティへの対策を始めています。 

  新宿区は、開会式・閉会式を迎える重要な開催地として人権への配慮をしておくべき

ではないかと考えます。なお、新宿区民憲章には「だれもが安心して住み続けられるま

ちにします。」と明記されています。 

  性的マイノリティの権利は世界人権宣言と国際人権規約を中心とした国際人権法で

も、しっかりと確立されています。 

  以上のことから、東京２０２０大会に向け、現在の新宿区の行政サービスにおける性

的マイノリティへの性的指向による差別への対応を確認し、課題の整理を陳情いたしま

す。 

 

 

 


